
熊本県少年柔道場連盟規約 

 

第 1 章  名称・目的 

第１条 本連盟は、熊本県少年柔道場連盟と称する。 

第２条 本連盟は、会員相互の親睦と少年柔道の発展を図り、柔道を通じて少年の身心の

鍛錬および人格の向上に寄与することを目的とする。 

 

第２章 事 務 所 

第３条 本連盟の事務所は事務局長宅に置く。 

 

第３章  事   業 

第４条 本連盟は前条の目的を達成するために次の事業を行う。 

（１）柔道大会の開催、運営 

（２）講習会の開催、運営 

（３）強化合宿及び練習会の開催 

（４）その他、本連盟において適当と認める事業 

第５条 本連盟が実施する事業については、全日本柔道連盟登録（以下、「全柔連登録」と

いう。）をした者に案内するものとする。 

第６条 本連盟が実施する事業のうち、柔道大会及び練習会の参加については、公認柔道

指導者資格を有する者が引率しなければならない。 

 

第４章  会   員 

第７条 本連盟の会員は全柔連登録により熊本県柔道協会に所属する少年柔道場、クラブ

をもって組織する。 

第８条 会員は毎年、本連盟が指示する期限までに全柔連登録を完了しなければならない。 

 全柔連登録を怠った団体は、本連盟が実施する事業への参加は認めないものとす

る。 

第９条 新規に全柔連登録を行った柔道場・クラブは、熊本県少年柔道場連盟加入届出書

を事務局あてに提出するものとする。また、道場を休止または閉鎖した場合は事

務局あてに報告するものとする。 

第１０条 選手の移籍があった場合は、移籍後の道場に全柔連登録を変更しなければなら

ない。全柔連登録の変更がない選手については、移籍後の道場から、本連盟が

実施する事業への参加はできない。 

２ 移籍後の道場については、現状把握のために事務局あてに移籍の報告をすること。 

第１１条 会員にして規約又は柔道精神に違反する行為のある場合は、直ちに役員会の議

決により各種事業への参加停止をすることができる。 

 

第５章  役   員 

第１２条 本連盟に次の役員を置く。 

顧問  若干名 

相談役  若干名 



会長  １名 

副会長  ３名 

倫理委員長 １名 

理事長  １名 

副理事長  若干名 

事務局長  １名 

事務局次長 若干名 

警察理事  １名 

会計  １名 

理事  若干名 

監事  ２名 

第１３条 役員の任期は２年とする。但し、再任を妨げない。 

第１４条 役員は総会にて決定する。 

第１５条 役員の任期が満了しても後任者が就任するまでその職務を行う。 

第１６条 役員に事故があった場合、後任の役員の任期は前任者の残任期間とする。 

 

第６章  会   議 

第１７条 総会及び役員会は会長がこれを招集し、会務を総括する。 

第１８条 議事は出席人員の過半数の決議を以て決する。 

第１９条 本連盟の会計は４月１日に始まり翌年の３月末日終わるものとする。 

第２０条 本連盟規約の改廃は総会の決議を必要とする。 

第２１条 本連盟規約に明記していない事項については役員会の決議を経て施行すること

ができる。 

 

第７章  旅  費 

第２２条 旅費は、熊本県柔道協会の旅費規定に準じて支給する。 

 

附 則 

本規約は令和元年５月１８日に改定し、平成３１年４月１日から適用する。 

本規約は令和４年５月２８日に改定し、令和４年４月１日から適用する。 

本規約は令和５年５月２７日に改定し、令和５年４月１日から適用する。 

 

 


